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　　Assuming that a sense of profession is a preceding factor to becoming a professional, enhancing this sense 

of profession is an important factor to establish one’s role in the nursing profession.　This article reviewed the 

nurses’ sense of profession concept based on the theoretical background of traditional theories of 

professionalism.　We generated this concept of nurses’ sense of profession using a deductive approach based on 

existing literature.　We classified attributes of the profession into four theoretical constructs （1） systematic 

knowledge, （2） public nature, （3） autonomy.　Furthermore, we revealed twelve subordinate concepts that indi-

cated nurses’ sense of profession including the following （1） establishment of systematic knowledge, （2） self-

growth, （3） creation of knowledge, （4） advancement of education, （5） adherence of an ethical code, （6） partici-

pation in one’s professional community, （7） task orientation, （8） responsibility to fulfill requests, （9） job-related 

independence, （10） autonomous clinical judgment, （11） control over working conditions, and （12） respect for 

one’s profession.　Further research is necessary to investigate the status of nurses’ sense of profession.

I.　緒　　　言

社会学領域では古くから長年に渡って，専門職
とはどのような職業を指すのかについて議論され
てきた。専門職を緩やかに定義するのであれば，
特定の事柄に対して何らかの抽象的な知識を適応
する独占的な職業集団1）と定義されるが，過去に
はさらに厳密な議論が重ねられ，専門職が持つ特
性を列挙する形で，多くの社会学者が専門職が有
すべき特性を提示してきた。例えば，専門職が有
すべき特性について初めて報告したのは 1915年
の A. Flexner2）の研究であり，A. Flexnerは「ソー
シャルワークは専門職か？」という報告の中で，

専門職の 6つの特性を提示した。それ以降も，多
くの社会学者がそれぞれにこの特性を提示し，専
門職とはどのような職業を指すのかについて議論
が重ねられてきた。
看護師に目を向けると，看護師が専門職として
確立した職業であるのか否かは，現在でも曖昧な
ままである。長い間に渡って看護師は，専門職に
関する議論の上で半専門職として評価されてき 
た3-5）。このような状況を克服するかのように，
看護師は専門職として確立するべく努力を重ね，
現在の看護界においては，看護師は自律した専門
職として確立したとするような風潮も見受けられ
る。しかし，臨床現場での実情に目を向ければ，



48─　　─

高 田 　 望・朝 倉 京 子・杉 山 祥 子

看護師の業務が医師の指示から完全に自律するこ
とは困難な点，専門職に相応する高い教育水準を
設けていない点，さらには専門職的権威や高い社
会的評価が獲得できていない点など，看護師が専
門職として確立したとするには不十分な点が多
い。
看護師が専門職として確立する前提には，個々

の看護師が高い専門職意識を持つことが必要であ
る。看護師の教育背景は多様であり，彼らが持つ
専門職意識は個人によって差が大きいと考えられ
る。看護師の仕事は人の生命に関わり，高い注意
義務や責任が課される仕事である。近年看護界で
は，看護師は医師に従属する職業ではなく，自分
自身で判断し看護行為を実践する専門職と認識さ
れ始めている。そもそも看護師は専門職になるべ
きなのか，という問いへの回答は立場によって異
なる可能性があるものの，看護界が看護師の専門
職性はなくてもよいとする状況に戻ることはない
と考えられる6）。そのような背景の中，看護師は
高い専門職意識を持ち，自身の知識や技術を最大
限に発揮することで専門職として確立していかな
ければならない。専門職意識を持たない看護師が，
専門職として成長することは考えにくく，個々の
看護師が専門職意識を持つことは，看護師が専門
職として確立することに先行する因子であると仮
定することができる。
日本の看護師の専門職性に関連した先行研究に

は，いくつかの限界が指摘できる。日本での看護
師の専門職性を構成する要件に関する先行研究と
して，定廣7），志自岐8），中村9）の報告がある。
これらは，看護師が実践においてどのような意識
を持ち，行動しているのかをそれぞれ非参加観察
法，面接法あるいは質問紙法を用いて調査し，看
護師の専門職性を明らかにしている。これらの研
究は，臨床で働いている看護師がすでに獲得また
は認識している看護師の専門職性を概念化してい
るに過ぎず，それらが専門職として確立するため
に本当に欠かせない要件なのかが明確でない点で
限界がある。また，葛西10）は，専門職の構成要
件に加え，日本看護協会の「21世紀に向かって
期待される看護職者」と「看護師の倫理規定」，

日本看護系大学協議会の「期待される看護専門職
像」の提言を整理することで看護師の専門職性を
構成する概念を提示した。これらの提言は理想形
としての看護専門職像をまとめたものであり，看
護師が専門職として確立するために欠かせない要
件，つまり専門職が最低限持たなければならない
要件とは異なる概念である。このため，日本での
看護師の専門職性についてはさらに検討の余地が
残されていると考える。
本研究の目的は，社会学領域の中で吟味されて
きた専門職の構成要件を理論的背景として，看護
師が専門職として確立するために必要な看護師の
専門職意識を構成する概念を明らかにすることで
ある。本研究の意義は，看護師の専門職意識を構
成する概念を明らかにすることで，看護師が専門
職として確立するために持つべき専門職意識を提
示することができる点である。さらに専門職意識
に関する知見は看護師の専門職性に関する理論構
築へ示唆を与え，看護師が専門職として高まるた
めの看護師教育や看護管理に関する研究への発展
に寄与すると期待できる。

II.　研 究 方 法

本研究では，看護師の専門職意識を構成する概
念を明らかにするために，文献レビューを用いた
演繹的アプローチを用いた。まず，社会学領域で
長い時間をかけて吟味されてきた伝統的な専門職
論に関する文献レビューを実施し，専門職が有す
べき特性についての記述を抽出した。次にそれら
の記述を類似の内容ごとに整理して，専門職意識
の理論的背景となる専門職の構成要件を導出し
た。その後，専門職の構成要件が看護の文脈，か
つ看護師個人の意識レベルの文脈でどのように発
揮されるべきかを文献を用いながら考察し，看護
師の専門職意識を構成する概念について論述し
た。

III.　結果および考察

文献レビューの結果，専門職の構成要件は，3
つの要件に分類することができた。社会学の中で
広く用いられ，専門職の有する特性を明確に論じ
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ている 8つの文献から専門職が有すべき特性に関
する記述を抽出した。それぞれの社会学者が提示
した専門職が有すべき特性を意味内容ごとに解釈
し，高度に体系化した理論的知識・技術を持って
いる，長期間の教育訓練を受けている，免許制や
資格試験がある，公共的な利益を目的とする，専
門職集団による倫理的規範を有している，自律性
を有している，職業集団の価値基準に従って自分
を律している，の 7つの専門職が有すべき特性に
整理した。さらにこれらを整理し，高度な知識体
系，公共性，自律性の 3つの専門職の構成要件に
分類した。表 1はこれらの筆者が行った分類を示
したものである。
次に 3つの専門職の構成要件をそれぞれ日本の

看護師の文脈に落とし込み，看護師の専門職意識
を構成する概念について論じた。心理学において
意識は，我々が直接的に心の現象として経験し，
これは私の経験だと感じることのできることの総
体16）と説明されている。意識の意味は幅広く多

義的であるが，本研究の中での意識は，ある事象
に対するはっきりした自律的な心の動きがあるこ
とを意味する。つまり，本研究で論じる専門職意
識とは，専門職が有する様々な特性に関して個人
が認識したり判断したりする心の動きを意味す
る。この定義のもと，専門職の構成要件をもとに，
看護師個人の専門職意識を構成する概念について
論じた。
それぞれの専門職の構成要件ごとに，1）では

社会学で論じられた専門職が有すべき特性の具体
的内容について記述し，2）では看護師の専門職
意識を構成する概念について論じた。表 2は看護
師の専門職意識を構成する概念について，本研究
で筆者が論じた概念の定義をまとめ，簡潔に説明
したものである。

1.　高度な知識体系
1）　社会学で論じられた専門職が有すべき特
性

専門職にはその職業に必須の高度な知識体系が

表 1.　専門職の構成要件

高度な知識体系 公共性 自律性
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Flexner （1915）2） + + + +

Greenwood （1957）11） + + +

Millerson （1964）12） + + + + +

Wilensky （1964）13） + + +

Hall （1968）14） + + +

Freidson （1970）4） + + + +

Amano （1972）5） + + + + + +

Miner （1993）15） + + + +

　　（それぞれの社会学者が専門職が有すべき特性として述べた項目を「+」で記した）
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求められる。高度な知識体系の中には，高度に体
系化した理論的知識・技術を持っていること，長
期間の教育訓練（Etzioni によれば 5年以上）が
必要3）であること，能力や権利を保障するための
免許制や資格試験があることが含まれていた。特
に専門職にとって重要な点は，単なる技術ではな
く理論体系と呼ばれる一貫した体系を目指して組
織化された知識の基盤によって支えられているこ
とである11）。そのため理論体系の獲得には長期間
の教育訓練が必要であり，その結果として免許に
よる無資格者の排除とそれに伴う名称および業務
の独占が可能になる。

2）　高度な知識体系に関する意識
専門職として高度な知識体系を獲得するには 2
つの側面が必要である。1つは，看護師が持つ高

度な知識体系とは何なのかを職業レベルで明らか
にしていくことである。もう 1つは，高度な知識
体系を獲得するために個々の看護師が努力し，個
人レベルで高度な知識体系に関する意識を高める
ことである。ここでは本研究の目的に則して，個
人レベルでの看護師の意識に焦点を当てて論じて
いく。
（1）　高度な知識体系の確立
看護師が専門職として確立するためには，個々
の看護師が看護学の高度な知識体系を確立するこ
とに関心を向ける必要がある。看護学で用いる知
識の多くは医学に依拠しており，これまで看護学
独自の知識体系を構築することが困難であった。
過去に，社会学的専門職特性を看護師がどの程度
満たしているのかに関して点検が行われてき 

表 2.　看護師の専門職意識を構成する概念

構成概念 下位概念 定義

高度な知識体
系に関する意
識

高度な知識体系の確
立

看護の基盤をなす学問体系の重要性を認識し，看護学独自の知識体系を確
立するべきだと考えること

自己成長 看護師として新たな知識や技術を獲得し，常に自己成長していきたいと考
えること

知の創造 科学的な手続きを経た研究を実施し，新たな知の創造に取り組もうと考え
ること

教育水準の向上 長期間の教育訓練に基づいた知識や技術を持った職業に成長するため，看
護師の教育水準を向上しようと考えること

公共意識

倫理綱領の遵守 看護師の業務を遂行する上で，公共的な職業であることを自覚し，倫理的
に行動しようと考えること

専門職組織への加入 専門職組織としての職業団体の重要性を理解し，積極的に関与していこう
と考えること

職務志向 自分の修得した専門的知識技術を国民の健康な生活の実現のために行使す
ることは，専門職である自分の義務であると考えること

応召責任 看護の求めがあった際には，正当な理由なく断ることをせず，対応しよう
と考えること

自律意識

業務の独立性 他の職種に支配されることなく，看護師が独立した職業として業務を遂行
したいと考えること

自律的な臨床判断 医師や他の看護師の判断ではなく，自分自身の判断に基づいて患者ケアや
仕事の進め方を決めたいと考えること

働き方の裁量 労働者の基本的な権利である勤務スケジュールなどの働き方を自分で決め
たいと考えること

専門職集団が有する
価値の尊重

雇用される組織よりも専門職集団が有する価値基準を尊重して，判断や行
動を決定しようと考えること
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た5,17,18）。これらの知見に共通する点は，看護学
における学問体系の構築は不十分であり，看護師
が専門職として確立することを阻害する一因に
なっていると結論づけている点である。現在では，
ニードやセルフケアの概念，看護診断分類による
看護過程の展開などが看護師独自の知識体系を形
成し得るものとして，看護界に定着している。ま
た近年では Evidence-Based Nursing Practice（以
下 EBNPとする）の考え方も浸透しつつあり19），
EBNPは実践におけるケアの質を向上させ，看護
師の専門職意識の向上や成長につながることが明
らかにされている20）。看護師が専門職として確立
するために，徐々に構築されつつある看護学の学
問的基盤を職業全体で発展させることと同時に，
個々の看護師が看護学独自の高度な知識体系を確
立する必要性を認識することが重要である。
（2）　自己成長
高度な知識体系の確立のために，看護師は常に

成長しようとする意識を持つことが必要である。
看護師が医療の中で果たす役割は拡大している。
看護師はますます多くの知識や技術を獲得し，今
まで以上に重要な職務を担うことが期待されてい
る。学際的な学問である看護学は近接学問と重な
り合って知識体系を構築しており，看護学の知識
体系の確立は容易ではない。看護師の担う役割は
広く，医学や心理学および社会学等の重なり合う
様々な学問の理論を応用しながら，看護学独自の
技術を開発していくことが必要である。専門職と
しての看護師には新たな知識や技術を獲得し自己
成長していくことが必要であり，そのような個人
の成長の積み重ねは，看護学の知識体系の構築に
不可欠である。また，自己成長しようとする意識
を持つことは，看護師の職務に対して責任を持つ
ことやケアの質を向上することにつながる点から
も，専門職としての看護師に欠かせない態度であ
ると考える。以上のことから，看護師は自己成長
しようとする意識を持つことが必要と考える。
（3）　知の創造
高度な知識体系の確立のためには科学研究によ

る知の創造が必要である。Etzioni3）は，完全専門
職は主として知識の創造と応用に従事するのに対

し，半専門職は知識の応用には従事するが，知識
の創造よりもむしろコミュニケーションに関係し
ているとし，看護師は完全専門職より半専門職の
局面がみられると述べている。ある専門分野を発
展させるために新たな知を創造するのは，その専
門分野を担う専門職であり，そのためには科学研
究が欠かせない。近年，看護学は目覚ましい発展
を遂げ，大学教育や大学院教育の増加，学術ジャー
ナルの増加21）などの進展を見せている。しかし，
臨床現場で働く多数の看護師たちが行う研究の質
は科学研究として十分高いとはいえない現実があ
る22）。また，臨床看護師の研究が第三者の査読を
受けた正式な論文として公表されることは少な
く，看護学の知識の蓄積には至っていない。なぜ
なら，自ら看護学の知の体系を創造しようとする
意識が欠如している上に，科学的な研究方法を学
んでいないために，査読に耐えうる質の研究を実
施できないからである。そのため臨床現場での問
題の解決法を他職種に求めることが多く，看護師
の専門職性を脅かす一因となっている。以上のこ
とから科学研究によって看護学の知を創造しよう
とする意識を持つことが，看護師が専門職として
確立するために必要であると考えられる。
（4）　教育水準の向上
看護師は，教育水準を向上し，長期間の教育訓
練に基づいた知識や技術と，それを保証する免許
制度が必要だという意識を持つ必要がある。ここ
まで述べてきた，高度な知識体系の確立，自己成
長，知の創造の意識を導く基本的な要件として，
長期間の教育訓練を受けていることや，免許制や
資格制度がある。看護師免許は国家資格として確
立しているが，免許を獲得するまでに必要な教育
の量と質には課題が残る。看護師の基礎教育年限
は最低 3年であり，養成機関として大学が増加し
ているものの，大部分の看護師は専門学校での職
業教育しか受けていない。大学での 6年教育が求
められる医師や薬剤師と比較して看護師教育は，
質と量ともに専門職としては不十分な現状にあ
る。さらに複雑なことに，中学校卒業で入学可能
である上に教育課程が 2年と短い准看護師も，法
律上は看護師と同じ仕事が可能であるという問題
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も長年に渡って解決に至らず，基礎教育の水準の
点で看護師の専門職性が認められにくい現状にあ
る。看護師は，専門職として看護師養成課程の教
育に関して問題意識を持つ必要がある。同時に，
専門職にふさわしい長期間の教育訓練に基づいた
知識や技術を持った職業に成長するため，自分自
身の教育水準を高めていこうとする意識を持つ必
要がある。

2.　公共性
1）　社会学で論じられた専門職が有すべき特
性

専門職は公共的な特性を持たなければならな
い。この要件には，公共的な利益を目的とするこ
と，専門職集団による倫理規範を有していること
が含まれている。専門職の職務は営利を主な目的
とするのではなく，公益を目的とする利他的，あ
るいは愛他的な特性を持っていなければならな 
い5）。多くの場合に専門職はいわゆる素人を対象
としているために，素人の無知に対する一方的な
支配関係があり，逆にいえば勝手なことは許され
ないという倫理性が厳しく問われる23）。そのため
専門職は活動を維持，統制するための専門職集団
を組織し12），専門職集団での倫理綱領を定めるこ
とによって社会からの信頼を獲得する11）。つまり，
専門職は獲得した知識や技能が高度であるがゆえ
に，独占的な権限を得ることになる。このような
独占的な権限を持つ職業が，社会に専門職として
認められるためにはこの権限を正当に行使する必
要があり，そのために専門職は公益を目的とし，
倫理綱領を持つことで公共性を担保するのであ
る。

2）　公共意識
看護師が専門職として持つ公共意識の前提にな

る，看護師にとっての公共性とは何かについては
これまであまり論じられてきていない。公共性は
辞書では「広く社会一般の利害にかかわる性質。
またその度合い。」などと説明される。齋藤24）は
公共性を，第一に，国家に関係する公的な（official）
ものという意味，第二に，特定の誰かにではなく
すべての人々に関係する共通のもの（common）
という意味，第三に，誰に対しても開かれている

（open）という意味の三つに大別できると述べて
いる。同様に，山脇25）は公共性を英語のパブリッ
クの多義的な意味から大別し，① 「一般の人々に
関わる」，② 「公開の」，③ 「政府や国の」の三つ
に分けられると述べ，齋藤と同様の分類を提示し
た。ここでは齋藤の公共性の分類を用いて，専門
職として看護師が持つべき公共意識に関して検討
を行う。
（1）　倫理綱領の遵守
看護師の職務は国家資格や職能に由来する公的
な責任があり，看護師は人の生命や健康を扱う者
として倫理綱領を遵守する必要がある。officialの
意味での公共性は，国家が法や政策などを通じて
国民に対して行う活動を指す。看護師は保健師助
産師看護師法において療養上の世話と診療の補助
を業とする者と定められている。この業は，医師
法・歯科医師法による例外はあるものの，看護師
の業務独占と定められ，国民の権利・生命・身体
の保護が図られている。さらに看護師の職能団体
である日本看護協会は公益社団法人であり，看護
師は公共的な性格を帯びた職業であることは明ら
かである。日本看護協会は看護師の行動指針であ
る倫理綱領を有している。これは看護師が自己の
実践を振り返る際の基盤であり，また看護実践に
ついて専門職として引き受ける責任の範囲を，社
会に対して明示するものである26）。看護師は職業
としては officialの意味での公共的な性質をすで
に獲得しており，この性質を個人の意識として取
り込む必要がある。以上のことから，看護師は公
共的な職業に就く者の責任として，倫理綱領を遵
守しようとする意識をもつことが必要であると考
える。
（2）　専門職組織への加入
officialから派生するもう一つの側面として，看
護師は職業団体を形成することの意義を理解し，
職業団体に加入しようとする意識を持つ必要があ
る。日本での看護師の職業団体は日本看護協会が
最大であり，中心的な機能を果たしている。看護
師，保健師，助産師，准看護師の就業人数が約
157万人27）に対して，日本看護協会の会員数は約
69万人であり28），加入率は 44%程度と決して高
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いとはいえない。日本看護協会の倫理綱領は，違
反した看護師に対する罰則や活動に関する強制力
を持たない点で十分ではないが，看護師の職業団
体として他に変わるものはない。看護師が専門職
であるためには，看護師の知識や技術の発展を牽
引し，活動や倫理性を統制する職業団体の確立が
欠かせない。看護師を対象にした研究によって，
専門職団体の会員であることと専門職意識の間に
は正の相関関係があることがすでに明らかになっ
ており29），看護師は専門職組織としての職業団体
の重要性を理解し，積極的に関与していく意識を
持つ必要がある。
（3）　職務志向
看護師は仕事の動機を奉仕や献身の意識に置く

のではなく，自分の知識や技術を行使する義務の
意識におく必要がある。公共性の中での common
はすべての人々に関係する共通のものを意味し，
共通の利益や公益などが含まれ，対比されるもの
として私益や私心などがある。天野5）は，看護師
を職業として選択する個人的動機は「他人のため
に役立ち，人道主義的な奉仕を与えたいという欲
求（聖職志向）」に根ざしており，それは専門職
の場合の，自分の修得した専門的知識技術を「顧
客の幸福のために行使しなければならないという
義務の意識（職務志向）」とは明確に区別される
と述べた。また朝倉30）は反職務志向には安い賃
金で働こうとする犠牲的な考えがあると述べてい
る。専門職に必要な公共性の観点から考えた場合，
聖職志向は自分自身の欲求を動機としており，職
務志向は他者に対する義務の意識を動機としてい
る点で，より公共的であるのは職務志向だと考え
られる。なぜなら，専門職の仕事の動機が他者に
尽くそうとする奉仕や自己犠牲の精神で成立する
ことは，専門職に不可欠な自律的であろうとする
姿勢と矛盾が生じるからである。そのため，高度
な知識や技術を持った専門職の仕事の動機が，奉
仕や犠牲のような善意で成り立つとは考えにく
い。深澤31）は人のために役立ちたいというよう
な気持ちが，少なからず仕事への第一歩として，
学校の選択に影響を与えているはずであると述べ
ており，今もなお状況は大きく変わらないことが

示唆されている。専門職としての看護師は，奉仕
や献身などの伝統的な看護師イメージを払拭し，
専門的知識技術を獲得したがゆえに生じる義務の
意識である職務志向を職業継続の原動力とするよ
う意識の変革をすることが必要と考える。
（4）　応召責任
openに関しては，看護師は応召の義務に準ず

る高い責任意識を持つ必要がある。看護師には法
的に応召義務が課されておらず，そのことが他の
医療職と比べて専門職としての公共性を減じる一
因になっていると考えられる。応召義務とは，例
えば医師であれば医師法第十九条において「診療
に従事する医師は，診察治療の求めがあった場合
には，正当な事由がなければ，これを拒んではな
らない」と規定される義務である。これは医療の
社会的性質からくる制限であり，このような法政
策的な強制力の代わりに，国家は医師に医業の独
占や名称使用の独占を認めている32）。応召義務は
歯科医師，助産師，薬剤師についても同様の規定
があるが，看護師には課されていない。看護師が
勤務時間外に呼び出しを受けることはあっても，
それは応召の義務によって発生するものではな
く，病院との雇用上の関係によって発生するもの
である。法律上の変更は容易ではないものの，看
護師には応召義務と同等の高い責任感を持って社
会に対して貢献していこうという意識が必要では
ないかと考える。看護師は，看護の求めがあった
場合に専門的知識や技能を行使し，雇用される組
織に対する責任だけではなく，専門職として患者
や社会に貢献する責任をもって職務を遂行しよう
とする意識を持つ必要がある。

3.　自律性
1）　社会学で論じられた専門職が有すべき特
性

専門職の構成要件の中でもとりわけ自律性は重
要な要素として考えられてきた。Freidson4）は自
律性を「独立しており，自由で，他からの指示を
受けない，という特質ないし状態」とし，専門職
のもつ自律性こそが専門職の根本的特質要素であ
り，他の専門職の特質的要素は自律性獲得のため
動員される下位要素として考えられると述べた。
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Hall14）も自律性を専門職が持つ重要な特性と位置
づけており，「実務家がクライエントやその分野
の専門職以外のメンバー，あるいは雇用される組
織からの外的な圧力なしで自身の決定をすること
ができるはずであるという感覚」と説明している。
さらに専門職は，雇用される組織ではなく，専門
職集団に存在するコミュニティや文化の価値基準
を尊重することで，組織による支配を受けること
なく職業集団としても自律性であろうする。この
ようにして，専門職は雇用される組織や他職種か
らの支配を受けない，個人および職業としての自
律性を獲得しているのである。

2）　自律意識
自律性には職業としての自律性と個人としての

自律性の 2側面があり，これまでに看護師個人と
しての自律性の構成概念が，いくつか報告されて
いる。Keenan33）は概念分析を行い，看護師の自
律性の特性を，独立，意思決定能力，判断，知識，
自己決定と同定し，「望ましいアウトカムをもた
らすために，熟考され，独立した判断の行使」と
結論付けた。自律性を構成する下位概念について
は，Pankratz34）らは看護師の自律性測定尺度の中
で，看護師の自律と患者擁護，患者の権利，伝統
的役割の拒絶の 3つの下位概念を提示した。日本
においては，菊池35）が自律性測定尺度の中で，
認知能力，実践能力，具体的判断能力，抽象的判
断能力，自立的判断能力の 5つの下位概念を提示
した。これに対して朝倉36）は，これらの先行研
究の限界として，看護師が労働条件や義務につい
てコントロールできる権限の範囲を無視して自律
性を定義している点や，医師主導である日本の臨
床の中で看護師がどのように自律した判断を行っ
ているかに取り組まれていない点があることを指
摘し，それらの限界を乗り越えた専門職的自律意
識尺度を開発した。その下位概念は，業務の独立
性，自律的な臨床判断，働き方の裁量であり，こ
の三つの下位概念は日本の臨床現場で看護師個人
が専門職として獲得すべき自律性の実態を的確に
反映していると考えられる。本研究では，朝倉が
提示した自律意識尺度の三つの下位要素を基本と
して，看護師の自律意識の構成概念について論じる。

（1）　業務の独立性
看護師が職業として自律し，他者から支配され
ずに働こうとすることは看護師に必要な意識の一
つである。天野は，専門職が自由専門職として発
足したのに対し，半専門職は成立当初から被雇用
者としてあらわれたと述べ，まさに看護師はこの
点からも半専門職であると指摘している4）。実際
に，看護師が開業するなど他者の監督を受けずに
働くことはごく稀なケースであり，ほとんどの看
護師は組織に組み込まれた被雇用者である。現在
では，医師や弁護士などの専門職として確立した
職業でも被雇用化が進んでいるが，これらの職業
は組織の中にいても専門職が主要な権限を持ち，
管理者は専門職の活動に対する手段を管理する二
次的な権限しか持たない点で，受ける管理の程度
が看護師とは異なる。看護師は組織に所属せずに
働いたり，雇用される組織からの支配を受けない
ほどの専門職的権限を獲得したりすることができ
ずにおり，上位者による統制が多く自由裁量によ
ることが少ない2）と言われる半専門職そのもので
ある。看護師はこのような状況を克服し，他の職
種に支配されることなく看護師の業務が遂行でき
る環境を築き上げていく必要がある。このような
業務の独立性を獲得できるよう意識を高めること
が，看護師が自律した専門職になるために必要で
ある。
（2）　自律的な臨床判断
看護師は患者ケアや仕事の進め方を自律的な臨
床判断のもとに行おうとする必要がある。看護師
が担う診療の補助業務に関しては，看護師が医師
の支配から完全に自律することは法律上困難であ
り，構造的な限界があることは否定できない。し
かし，看護師が専門職である上でさらに問題とな
ることは，法律上は看護師が自律した判断のもと
実施可能である療養上の世話に関しても，看護師
の側から医師の指示を求めているという状況が指
摘されていることである37）。看護師は他の専門職
からの官僚的支配を受けて権限を行使できないだ
けではなく，権限を行使することを避けていると
も考えられる。近年，療養上の世話については医
師の指示は不要であることが論じられているが，
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いまだ看護師が療養上の世話を自律的に判断して
行っているとは言い難い。さらに，上位者による
統制を受けやすい看護師の特徴は，臨床判断にも
反映されている。看護師は職務上の判断に関して，
上位の看護師からの指示や干渉を受けやすい。看
護師間での仕事の進め方に関するルールに強く制
約を受け，自分の判断で自由に仕事を進めること
が認められにくい。職務上の臨床判断を自分自身
で行えることは，専門職にとって重要な要素であ
る。これらのことから看護師には，医師や他の看
護師の判断ではなく，自律的な臨床判断に基づい
て患者ケアや仕事の進め方を決めようとする意識
を持つことが専門職として必要である。
（3）　働き方の裁量
日本の看護師は自分自身の働き方を自分で決め

ようとする意識を持つことが必要である。例えば
看護師は，希望した日に休暇をとれないことや勤
務時間に融通が利かない，一日のタイムスケ
ジュールの自由度が低い，髪のまとめ方や服装が
決められているなどの組織からの多くの監督や支
配を受けながら仕事をしている。しかも，多くの
看護師はそれに疑問を抱くことなく，働き方に関
する裁量を獲得しようと考える者は少ない。例え
ば，休日の取り方や勤務時間に関することは，全
員が一律に同じ条件の下で雇用される必要はな
く，一人一人の条件に応じた柔軟性ある契約を結
ぶような方法が不可能ではない。髪のまとめ方や
服装を一律にすることが，ケアの質という点にお
いて本当に必要な根拠があるのかは疑わしい。こ
れらはいずれも組織や管理者が被雇用者である看
護師を組織の中で統制するために定めたルールで
あり，看護師は組織に都合よく管理され，個より
も組織が優先されているという点で自律的である
とは言い難い。Freidson4）は専門職のもつ自律性
こそが専門職の根本的特質要素であると述べてい
る。自律性の中でも働き方に関する自律性は職業
においてもっとも基本となる特性であり，労働に
対する根本的な向き合い方が反映される点であ
る。働き方の裁量を獲得することなく，さらに高
度な自律性を獲得することは通常考えにくい。看
護師は働き方に関しても自律的でありたいと考

え，組織の中での働き方の裁量を獲得していくこ
とが必要である。
（4）　専門職集団が有する価値の尊重
看護師は雇用される組織ではなく職業集団の価
値基準を尊重しようとする意識を持つことが必要
である。専門職では，所属性と準拠性が食い違い，
組織がフォーマルに作成した内部の規律よりも，
同業者が独自に作り出した，組織からみれば外部
の規範の方が彼らの行動を強く律している23）。看
護師の場合には，雇用された組織（例えば勤務す
る病院）が決めたルールよりも，職業集団の中で
望ましいとされる規範によって自身の行動を律し
ようとすることが望まれる。雇用された組織の規
律に従うことは，上位者の管理的権限の支配に従
うことであり，知識を基礎とする権限である専門
職的権限の行使とは全く相いれないものであ 
る3）。看護師の場合にも，組織よりも看護という
職業にコミットすることで，看護職としての専門
職性が高まる可能性が示唆されている38）。以上の
ことから，専門職としての看護師は，雇用された
組織ではなく職業集団に価値基準を準拠させて，
判断や行動をしていく必要がある。

IV.　結　　　論

社会学領域で長年に渡って議論が重ねられてき
た専門職の構成要件を理論的背景として，看護師
の専門職意識を構成する概念についての検討を
行った。専門職の構成要件を，高度な知識体系，
公共性，自律性の 3つに分類した。これらを看護
師の文脈に落とし込み，看護師の専門職意識の構
成概念である，高度な知識体系に関する意識，公
共意識，自律意識の 3概念を抽出した。さらにこ
れらの下位概念に，高度な知識体系の確立，自己
成長，知の創造，教育水準の向上，倫理観，専門
職組織への加入，職務志向，応召責任，業務の独
立性，自律的な臨床判断，働き方の裁量，専門職
集団が有する価値の尊重の 12の下位概念が導出
できることを論じた。
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